
【表紙】
 

【発行登録追補書類番号】 ７－関東１－１

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年２月５日

【会社名】 キユーピー株式会社

【英訳名】 Kewpie Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役　社長執行役員　　髙宮　満

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷一丁目４番13号

【電話番号】 （０３）３４８６－３３３１

【事務連絡者氏名】 執行役員　経営推進本部長　　田中　元樹

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷一丁目４番13号

【電話番号】 （０３）３４８６－３３３１

【事務連絡者氏名】 執行役員　経営推進本部長　　田中　元樹

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【今回の募集金額】
 
10,000百万円  
　

【発行登録書の内容】

提出日 2025年12月12日

効力発生日 2025年12月20日

有効期限 2027年12月19日

発行登録番号 ７－関東１

発行予定額又は発行残高の上限（円） 発行予定額　40,000百万円

【これまでの募集実績】

（発行予定額を記載した場合）

番号 提出年月日 募集金額（円） 減額による訂正年月日 減額金額（円）

― ― ― ― ―

実績合計額（円）
なし

（なし）
減額総額（円） なし

　（注）　実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（　）書きは発行価額の総額の合計額）に基づき

算出しております。

【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 　40,000百万円

（40,000百万円）

（注）　残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段

（　）書きは発行価額の総額の合計額）に基づき算出し

ております。

（発行残高の上限を記載した場合）

該当事項はありません。

【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） ―円
 

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行社債（短期社債を除く。）】

銘柄 キユーピー株式会社第４回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

記名・無記名の別 ―

券面総額又は振替社債の

総額（円）

金10,000百万円

各社債の金額（円） 金１億円

発行価額の総額（円） 金10,000百万円

発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100円

利率（％） 年2.249％

利払日 毎年２月12日及び８月12日

利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限

 (1）本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日（以下、「償還期日」という。）

までこれをつけ、2026年８月12日を第１回の利息支払期日としてその日までの分を支

払い、その後毎年２月及び８月の各12日にその日までの前半か年分を支払う。

 (2）利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを

繰り上げる。

 (3）半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを

計算する。

 (4）償還期日後は利息をつけない。

 ２．利息の支払場所

 別記「（注）11．元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 2033年２月10日

償還の方法 １．償還金額

 各社債の金額100円につき金100円

 ２．償還の方法及び期限

 (1）本社債の元金は、2033年２月10日にその総額を償還する。

 (2）償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ

る。

 (3）本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別

途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

 ３．償還元金の支払場所

 別記「（注）11．元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 一般募集

申込証拠金（円） 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には

利息をつけない。

申込期間 2026年２月５日

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日 2026年２月12日

振替機関 株式会社証券保管振替機構

 東京都中央区日本橋兜町７番１号

担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は

ない。

財務上の特約（担保提供

制限）

１．当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した

又は今後発行する他の無担保社債（ただし、別記「財務上の特約（その他の条項）」欄

で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。）のために担保権を設定

する場合（当社が合併により承継した被合併会社の社債に担保権が設定されている場合

を除く。）には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定

する。
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 ２．当社が本欄第１項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記

その他の必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に

準じて公告する。

財務上の特約（その他の

条項）

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純

資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特

約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定するこ

とができる旨の特約をいう。

　（注）１．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター（以下、「Ｒ＆Ｉ」という。）からＡ＋（シングル

Ａプラス）の信用格付を2026年２月５日付で取得している。

Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり

に履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の

流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す

るものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな

い。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時

性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正

確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す

ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった

とＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ

とが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ

（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の

「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何

らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471

２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下、「社債等振替法」という。）第66条

第２号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第

67条第２項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。

３．社債管理者の不設置

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管

理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

４．財務代理人、発行代理人及び支払代理人

(1）当社は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。

(2）本社債に係る発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。

(3）財務代理人は、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関

係又は信託関係を有しない。

(4）財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本（注）６に定める方法により公告する。

５．期限の利益喪失に関する特約

(1）当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。

①　当社が別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

②　当社が別記「利息支払の方法」欄第１項の規定に違背したとき。

③　当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第１項の規定に違背したとき。

④　当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることがで

きないとき。

⑤　当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当社以外の社債又はその他

の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行を

することができないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この

限りではない。

⑥　当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会にお

いて解散（合併の場合を除く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。

⑦　当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令

を受けたとき。
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(2）本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は直ちにその旨を本（注）６に定める方法により公

告する。

６．社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電

子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた

場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙（ただし、重

複するものがあるときは、これを省略することができる。）によりこれを行う。

７．社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

８．社債要項の変更

(1）本社債の社債要項に定められた事項（ただし、本（注）４を除く。）の変更は、法令に定めがあるときを

除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、そ

の効力を生じない。

(2）裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

９．社債権者集会に関する事項

(1）本社債及び本社債と同一の種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の社債（以下、「本種類

の社債」と総称する。）の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間

前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本（注）６に定める方法により

公告する。

(2）本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな

い。）の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社

債等振替法第86条第３項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を

記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

10．費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

(1）本（注）６に定める公告に関する費用

(2）本（注）９に定める社債権者集会に関する費用

11．元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に

従って支払われる。

 

２【社債の引受け及び社債管理の委託】

（１）【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額
（百万円）

引受けの条件

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 6,500

１．引受人は本社債の全額

につき、連帯して買取

引受を行う。

２．本社債の引受手数料は

各社債の金額100円に

つき金40銭とする。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 3,500

計 ― 10,000 ―

 

（２）【社債管理の委託】

　該当事項はありません。
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３【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円）

10,000 52 9,948

 

（２）【手取金の使途】

　上記の差引手取概算額9,948百万円は、全額を2026年２月13日償還予定の第３回無担保社債の償還資金に充

当する予定であります。

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。

 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
　該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第１【参照書類】
　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第112期（自　2023年12月１日　至　2024年11月30日）　2025年２月28日関東財務局長に提出

 

２【半期報告書】

　事業年度　第113期中（自　2024年12月１日　至　2025年５月31日）　2025年７月14日関東財務局長に提出

 

３【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年２月５日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2025年２月28日に

関東財務局長に提出

 

４【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年２月５日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２の規定に基づく臨時報告書を2025年７月３日に

関東財務局長に提出
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第２【参照書類の補完情報】
　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書（以下、「有価証券報告書等」という。）に記載され

た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日（2026年２月５日）ま

での間において変更及び追加すべき事項が生じております。下記「事業等のリスク」は当該変更及び追加の生じた事項

のみを記載したものであり、変更及び追加箇所については＿＿＿罫で示しております。

　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は下記「事業等のリスク」に

記載の事項を除き、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事

項もありません。

　なお、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、その作成時点での予想や一定の前提に基づいて

おり、その達成及び将来の業績を保証するものではありません。

 

［事業等のリスク］

 

（前略）

 

　当社グループは、これらのリスク発生（顕在化）の可能性を認識したうえで、発生の抑制・回避に努めています。そ

のためにリスクマネジメント基本規程において当社のリスク管理を体系的に定め、個々のリスクを各担当部門が継続的

に監視しています。直近の業績への影響が大きなリスクについては経営会議、全社的なリスクについてはリスクマネジ

メント委員会、気候変動を含む社会・環境に関するリスクについてはサステナビリティ委員会でそれぞれ情報を共有

し、リスクの評価、優先順位および対応策などを管理しています。また、リスクマネジメント担当取締役は、全社的リ

スクの評価や対応の方針・状況などを定期的に取締役会へ報告しています。

 

（中略）

 

事象 リスク リスクへの対応策

市場の動向

長期にわたり漸次的にその影

響が大きくなる可能性がある

主なリスクは次のとおりで

す。

・国内人口減少による長期的

な市場縮小

・野菜価格変動、消費者意識

の変化によるサラダ市場の

縮小

　国内では「市販用」と「業務用」の２体制でフレキシブルな市場

対応を図り持続的成長につなげています。当社グループの内食・中

食・外食への展開力を活かしサラダとタマゴの可能性を広げ、健康

的で豊かな食生活に貢献することで事業機会の創出をめざします。

また、グループ独自素材を活かし、ウェルネス領域の拡大もめざし

ます。

　市場環境の急速な変化や多様化する消費者ニーズに対応するた

め、新商品の開発·検証拠点として「仙川SHIPYARD」を運用してい

ます。同施設では小ロット生産による迅速なプロトタイプ化が可能

であり、直接的な顧客フィードバックを早期に得られる体制を構築

しています。これにより、市場検証型の商品開発を推進し、商品投

入における不確実性の低減とヒット率の向上を図っています。

　また、顧客の食生活における課題解決や新たな食シーンの創出に

つながる商品·サービスを迅速に提供するため、営業の組織体制を

マーケティング本部と販売戦略本部の２本部体制に刷新し、マーケ

ティングカと提案力を強化しています。この体制変更により、市場

の変化をいち早く捉えた需要開拓を推進し、収益機会の最大化に努

めています。

　海外では、中国、アジアパシフィック、米州を重点エリアとし、

当社グループのこれまでの顧客層である富裕層から中間層へ開拓を

進めます。またデジタルコミュニケーションとマーケティング機能

を強化し、「キユーピーブランド」の認知率と商品使用率の向上に

取り組んでいきます。人材や商品開発、マーケティング、ガバナン

スなどに経営資源を集中的に投下し、持続的な成長を図っていま

す。
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事象 リスク リスクへの対応策

原材料（主原料や

エネルギー・一般

原資材）の調達

食油調達においては、大豆や

菜種の相場、為替相場および

需給などの変動により短期、

長期的な価格変動リスクがあ

ります。

鶏卵調達においては、突発的

な鳥インフルエンザの発生、

産卵鶏の羽数変動、長期的な

鶏卵の消費動向などによる価

格変動および調達困難リスク

があります。

その他当社グループで使用し

ている原材料調達は、国際的

な景気動向や需給バランス、

為替の変動、地政学リスクな

どによる価格変動リスクがあ

ります。

また、社会的な配慮のもとで

の持続可能な調達への取り組

みが不十分と評価された場

合、漸次的にレピュテーショ

ンが低下する可能性がありま

す。

　当社グループでは、原材料価格の上昇の影響を低減するため、商

品の価格改定や付加価値化、生産効率化、グループ連携による調達

体制の構築などの取り組みを進めています。また、主原料の相場影

響を受けにくい事業構造への転換を進めています。

　鶏卵調達においては、大手生産者を中心に各地の生産者との年間

数量計画、一定価格契約、相場でのスポット契約の組み合わせ、ま

た一部地域で鳥インフルエンザが発生して卵の移動が制限されたと

しても他の地域の工場でカバーできる全国調達・割卵工場体制整備

などを実施しています。また、状況に応じて海外からも調達できる

体制を整備しています。鳥インフルエンザの猛威による原価上昇と

減産による利益減少のリスクについては、発生時期を考慮した原料

及び製品在庫を確保するとともに、商品の付加価値化を進め、収益

性向上に努めています。

　中長期的な持続可能性の観点では、採卵鶏のアニマルウェルフェ

アの課題に関係する業界や行政と連携しながら取り組んでいます。

　また、サステナビリティにむけての重点課題として「持続可能な

調達」を特定し、グループ全体で取り組んでいます。社会的な配慮

のもとでの持続可能な調達に向けて、当社グループの「持続可能な

調達のための基本方針」を定め、原料の品質だけでなく、サプライ

チェーン上での環境や人権に与える影響の確認を進めています。本

基本方針の実現に向けて「キユーピーグループ　サプライヤーガイ

ドライン」を定め、サプライヤーとの相互理解のもとサプライ

チェーンにおけるさまざまな課題解決を行い、持続可能な調達およ

びサプライヤーとの共存共栄をめざして取り組んでいます。

 

（中略）

 

事象 リスク リスクへの対応策

システム障害

高度化した外部からのサイ

バー攻撃によりシステムが停

止することで事業活動に大き

な影響が出る可能性がありま

す。

　当社グループでは、サイバー攻撃を受けた場合の備えとして「防

御システムの多層化」を実施し、迷惑メールや不正アクセスを防ぐ

対策に加えて、24時間監視し不審なプログラムの挙動を判定し実行

防止するＥＤＲシステムなどによる対策を行っています。

　並行して従業員の「リテラシー向上」に向けた対策として、攻撃

メールへの対応模擬訓練、情報セキュリティ教育など定期的に実施

し、さらに従業員の情報セキュリティ意識を高く保てるよう情報推

進委員会が適宜情報を発信しています。

　長期間に渡り重要システムが停止した場合の事業継続について

は、事業継続計画（ＢＣＰ）の整備を進めています。
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事象 リスク リスクへの対応策

人材、労務関連

人材、労務に関しては、主に

次のようなリスクを常に想定

しています。

・製造現場の労働力不足

・ハラスメント

・従業員エンゲージメントの

低下

・専門人材の不足

　当社グループでは、継続的な採用、教育の充実、労働環境の最適

化などにより人材の確保、定着に取り組んでいます。具体的には、

作業の効率化、省力化を推進し、負荷がかかる作業や複雑な作業を

機械やロボットに置き換えています。加えて外国籍の方が就労し易

い環境整備も進め、雇用を拡大しています。

　すべての職場の従業員一人ひとりが安心して働くことができ、仕

事と家庭生活の両立が実現できる雇用環境の整備を進め、テレワー

クの積極的な活用、労働時間の適正化や法令に基づく適正な労務管

理、ハラスメント予防に関する従業員教育の徹底、内部通報制度

（ヘルプライン）の設置などにより労務関連リスクの低減に取り組

んでいます。

　これらに加え、持続的成長を実現する人材を育成していくため

に、多様な人材が活躍できる仕組みづくりを実施し、併せて専門性

の高い外部人材の採用や登用を推進しています。

　また、サステナビリティにむけての重点課題として「人権の尊

重」を特定し、グループ全体で取り組んでいます。

 

（後略）

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
キユーピー株式会社　本店

（東京都渋谷区渋谷一丁目４番13号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

第四部【保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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